別紙１（第２条関係）

１．小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助対象事業

（１）社会福祉連携推進法人の設立支援事業

ア　社会福祉連携推進法人の設立支援事業
社会福祉連携推進法人（以下「連携推進法人」という。）の設立に当たって、連携推進法人の設立準備会や参加予定の法人の合同研修会の開催、社会福祉連携推進業務の実施に向けたリサーチ等を行う取組。

　イ　先駆的な社会福祉連携推進業務の企画立案・実施
社会福祉連携推進法人が、企画会議の実施やニーズ調査等により次の例に掲げる先駆的な社会福祉連携推進業務を検討し、実施する。
対象は、社員法人の経営効率化に向けた業務として以下の例のような業務を実施するものとする。なお、当該業務は、社会福祉連携推進評議会による業務評価を受けて公表すること。
＜ 先駆的な社会福祉連携推進業務の例＞
・社員施設における外国人材の受け入れ支援や社員法人における山脈型キャリアモデル構築支援
・地域課題を踏まえた法人後見の実施
・大阪府が次に該当すると認める業務
・地域において先駆的な業務
・法人間連携による協働事業として先駆的な業務

（２）法人間連携プラットフォームの設置運営事業
本事業においては、アに掲げる取組を必ず行った上で、地域の実情に応じて、以下イ及びウに掲げるような取組を行うものとする。また、エ及びオに掲げる取組を併せて行うことができるものとする。

　ア　法人間連携プラットフォームの設置
実施主体に、複数の小規模法人等が参画する「法人間連携プラットフォーム」（以下「プラットフォーム」という。）を設置し、プラットフォームに参画する法人（以下「参画法人」という。）の間で、地域課題に関する討議を行うとともに、以下のイからオに掲げる取組内容の企画、当該取組に係る実施方法の検討、取組状況の検証等を行うものとする。
　　ここでいう小規模法人とは、１の法人において１の施設又は事業所のみを運営しているような法人を指すものであり、プラットフォームには、可能な限りこうした法人を参画させなければならないものとするが、本事業を効果的に進めていく上で必要と認められる場合には、これに該当しない法人を参画させることも差し支えない。
　　このほか、参画法人については、社会福祉法人に限らず、営利法人や公益法人などの法人の種別や法人格の有無は問わないものであるほか、本事業を効果的に進めていく上で必要と認められる場合には、介護福祉士養成施設等の人材養成機関や保健医療機関など、福祉サービス事業者以外の者を参画させることも差し支えない。
なお、連携・協働の実践を積んだプラットフォームにおいて、（１）アの事業を活用することも可能であるが、連携推進法人設立後は、当該連携推進法人は会費等により運営されることとなることから、（２）の事業の対象とはならないものとする。

イ　複数法人の連携による地域貢献のための協働事業の立ち上げ
　　参画法人が保有する資産及び人員・設備を活用しつつ、それぞれの法人の強みを活かしながら、アにおいて
共有された地域課題の解決を図るため、次に掲げるような地域貢献のための取組を立ち上げ、試行する。
　（事業例）（ア）　様々なニーズに対応した分野横断的かつ包括的なワンストップ相談支援拠点の設置
　　　　　　（イ）　現時点では自立している単身高齢者に対する見守り等その孤立死防止のための事業
　　　　　　（ウ）　公的サービスの利用ができない者に対するゴミ出しや買い物等の軽度日常生活支援
　　　　　　（エ）　高齢者や障害者、子ども、地域住民等の共生の場づくり
　　　　　　（オ）　緊急一時的に支援が必要な者に対する宿所や食料の提供、資金の貸付け
　　　　　　（カ）　貧困家庭の子どもに対する奨学金の貸与と、自立に向けた継続的な相談支援
　　　　　　（キ）　仕事と介護や子育ての両立に向けた支援
　　　　　　（ク）　地域課題を踏まえた障害者等の職場づくり
　　　　　　（ケ）　中山間地域等における移動困難者に対する移送支援
　　　　　　（コ）　高齢者や障害者等に対する権利擁護支援
　　　　　　（サ）　災害時要援護者に対する支援体制の構築 等

ウ　福祉・介護人材の確保・定着のための取組の推進
　　イの事業の実施等により、既存職員に過重な負担が生じることのないようにするとともに、小規模法人等における経営労務管理体制の底上げを図る観点から、次に掲げるような福祉・介護人材の確保・定着のための取組を推進する。
　（事業例）（ア）　職員のスキルアップ等のための合同研修の実施
　　　　　　（イ）　人事交流の推進
　　　　　　（ウ）　新規人材を確保するための広報、合同面接会の開催
　　　　　　（エ）　適正な経営労務管理体制の構築のための専門家からの助言
　　　　　　（オ）　食事提供の一体実施などサービス提供・事務処理体制の効率化のための取組
　　　　　　（カ）　共通の人事考課、賃金テーブルの作成に関する専門家からの助言
　　　　　　（キ）　合同福利厚生事業の実施 等

エ　参画法人の事務処理部門の集約・共同化の推進
　　参画法人の経営労務管理体制の効率化を図る観点から、報酬請求や職員採用、資材の購入等の事務を共同で処理するための別法人を立ち上げ、当該法人に参画法人がこれらの事務を委託するなどを通じて、事務処理部門の集約・共同化のための取組を推進する。

オ　ＩＣＴ技術の導入支援
プラットフォームの取組を 効果的・効率的に行うため、 次に掲げるような 新たにＩＣＴ技術を活用して
 行う取組を推進する。
（事業例）（ア）地域住民等の ための ＳＮＳ等を活用した 相談支援の仕組みづくり
（イ）単身高齢者に対する見守り等のための参画法人間のオンラインネットワークの仕組み づくり
（ウ）オンラインによる 地域住民等の 共生の場づくり
（エ）オンラインによる 参画法人の職員 合同研修の実施
（オ）労務管理システムの共同調達
（カ）参画法人におけるＩＣＴ技術の導入方法や活用方法に係る合同研修 等

カ　その他本事業の目的を達成するため、実施主体において必要と認められる取組


２．補助対象事業者
１．（１）アの社会福祉連携推進法人の設立支援事業については、府内に主たる事務所を置き、連携推進法人の設立まで至ることを想定している法人グループの代表であり、かつ府及び府内町村が認定所轄庁となる法人。

１．（１）イの先駆的な社会福祉連携推進業務の企画立案・実施については、府及び府内町村が認定所轄庁である法人。

１．（２）法人間連携プラットフォームの設置運営事業については、府内に主たる事務所を置く、社会福祉法人を含む複数の小規模法人等が参画する法人間連携プラットフォームの代表である法人。
ただし、市に主たる事務所を置き、市内のみを対象地域として事業を実施する場合、及び、政令指定都市に主たる事務所を置き、府内のみを対象地域として事業を実施する場合を除く。







別紙２（第２条関係）
補　助　対　象　経　費　及　び　補　助　基　準　額

	[bookmark: _Hlk180575877]事業名
	補助対象経費
	補助基準額（上限額）

	社会福祉連携推進法人
の設立支援事業
	報酬、共済費、旅費、報償費、賃金、需用費（消耗品費、印刷製本費、食糧費、燃料費、光熱水費、修繕料）、会議費、使用料、賃借料、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役務費（雑役務費、通信運搬費、手数料）、委託料、備品購入費（30万円以上の備品を除く。）

	１法人当たり1,500千円以内

ただし、過去に、社会福祉連携推進法人の設立支援事
業と同じ内容の国庫補助を受けた団体は、別の社会福
祉連携推進法人を設立する場合を除き、別紙１の１（１）アの対象外とする。


	先駆的な社会福祉連携推進業務の企画立案・実施
	
	
１法人当たり1,000千円以内

ただし、過去に先駆的な社会福祉連携推進業務の企画
立案・実施と同じ事業内容の国庫補助を受けた団体
は、社員を２以上増やした社会福祉連携推進法人を
除き対象外とする。


	法人間連携プラットフォームの設置運営事業
	
	
１プラットフォーム当たり　
参加法人数　　
５法人以下　　　　　　   1,500千円以内
　　６法人以上、９法人以下 　2,500千円以内
10法人以上　　　　　　   4,000千円以内
（実施期間については、原則２か年までに限る）

別紙１
エを実施する場合には3,200千円以内を加算
オを実施する場合には2,000千円以内を加算
（いずれも１回に限る）

ただし、対象経費実支出額が、基準総額を下回る場合
　には当該実支出額とする。




